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福山市会計年度任用職員募集要項  

 

福山市では、次に掲げる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員を募集します。 

 

１ 募集期間 ２０２６年（令和８年）２月１７日（火）～３月４日（水）（必着） 

 

２ 選考試験 ２０２６年（令和８年）３月７日（土） 

 

３ 採用及び任用予定期間 

採用は、２０２６年（令和８年）４月１日の予定です。任用期間は、採用の日から２０２７年（令

和９年）３月３１日までとします（必要に応じて任期満了後に会計年度任用職員として再度の任用

をすることがあります。）。 

 

４ 募集職務、採用予定人数及び募集要件 

受験申込みは、今回実施するパートタイム会計年度任用職員選考試験のうち１業務に限ります。

受付後の希望業務の変更はできません。 

業務

番号 
職務名 

予定 

人数 
募集要件 頁 

(1) 税務関係業務職員 １人 
税業務に対して意欲を持ち、窓口での市民対応やパソコン操

作ができる人 
4 

(2) 収納指導員 １人 
税理士の資格を有し、市税等の収納指導及び滞納処分に関す

る専門知識又は豊富な経験があり、的確な指導ができる人 
4 

(3) 中小企業支援員 １人 

中小企業が有する技術等に関する知見があり、企業訪問等を

実施し、課題解決支援ができる人で、普通自動車運転免許を

持ち、パソコンが操作できる人 

4 

(4) 園芸センター業務職員 １人 

行政機関や農業協同組合等で園芸指導の実務経験がある人

又は自らが園芸作物を栽培し熟練の技術がある人で、普通自

動車運転免許を持っている人 

5 

(5) 監査指導業務職員 １人 
簿記２級以上を取得している人、税理士事務所等での勤務経

験のある人、又は社会福祉法人等の会計事務経験のある人 
5 

(6) 保健福祉業務職員 １人 
保健福祉業務に対して意欲を持ち、窓口での市民対応やパソ

コン操作ができる人 
5 

(7) 
障がい支援区分認定調査業

務職員 
１人 

次のいずれかに該当する人で、普通自動車運転免許を持

ち、パソコン操作ができる人 

（1） 相談支援従事者現任研修を修了した人 

（2） 介護支援専門員実務研修を修了した人 

（3） 障がい支援区分認定調査員研修を修了した人 

（4） 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療

法士、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉

士であって、その資格に基づき当該資格に係る業

務に従事した期間が１年以上の人 

（5） 社会福祉主事任用資格を有する人又は介護職員

基礎研修課程、訪問介護員養成研修１級課程若し

くは２級課程（２級相当の研修を含む。）を修了し

た人で、社会福祉施設及び医療施設等において介

6 
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業務

番号 
職務名 

予定 

人数 
募集要件 頁 

護等の業務に従事した期間が３年以上の人 

（6） (1)～(5)以外の人で社会福祉施設及び医療施設

等において介護等の業務に従事した期間が５年以

上の人 

(8) 障がい福祉サービス指導員 １人 

次のいずれかに該当する人で、普通自動車運転免許を持ち、

パソコン操作ができる人 

（1） 障がい福祉に関して理解と熱意がある人 

（2） 企業等で経理や財務の業務に携わった経験のある人 

（3） 企業等の経営の診断や相談に応じる能力を有する人 

6 

(9) 障がい福祉窓口業務職員 ２人 
障がい福祉に関する知識や理解があり、パソコン操作が

できる人 
6 

(10) 生活保護相談員 １人 

福祉事務所において、福祉事務所長、生活保護担当課長、査

察指導員又は現業員等の生活保護事務に従事した経験が３

年以上ある人で、パソコン操作ができる人 

7 

(11) 老人大学事務員 １人 

高齢者の健康づくり、生きがいづくり、生涯学習等の実践経

験又は関心がある人で、普通自動車運転免許を持ち、パソコ

ン操作ができる人 

7 

(12) 介護給付費適正化業務職員 １人 

介護支援専門員の資格を有し、その資格に基づき当該資格に

係る業務に従事した経験があり、普通自動車運転免許を持

ち、パソコン操作ができる人 

7 

(13) 医療安全相談員 １人 看護師の免許を持ち、パソコン操作ができる人 8 

(14) ネウボラ相談員 ４人 
保健師、助産師又は看護師のいずれかの免許があり、普通自

動車運転免許を持ち、パソコン操作ができる人 
8 

(15) ひとり親家庭自立支援員 １人 

次のいずれかに該当する人であり、普通自動車運転免許を持

ち、パソコン操作ができる人 

（1） 社会福祉士、精神保健福祉士、認定心理士、公認心

理士又は保健師のいずれかの資格を有する人 

（2） ソーシャルワーク、ケースワーク等、社会生活に困

難を抱えた人の自立に向けた支援の実務経験を有す

る人 

（3） ひとり親家庭の自立支援に理解と意欲をもって取

り組める人 

8 

(16) 家庭児童相談員 ２人 

次のいずれかに該当する人であり、普通自動車運転免許を持

ち、パソコン操作ができる人 

（1） 大学で心理学、教育学若しくは社会学を専修する学

科又はこれに相当する課程を修めて卒業した人 

（2） 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師又は保健

師のいずれかの資格を有する人 

（3） 保育士であって、２年以上相談業務経験がある人 

（4） 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）に規

定する普通免許状を有する人 

（5） 社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に従事した人 

9 
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業務

番号 
職務名 

予定 

人数 
募集要件 頁 

(17) 教育アドバイザー １人 
こどもの健全育成支援に関する専門知識と経験を有し、専門

的な立場から助言を行うことができる人 
9 

(18) 保育施設窓口業務職員 １人 
保育所等の利用に関する相談・受付業務に理解があり、パソ

コン操作ができる人 
9 

(19) 交流館主事 １５人 

地域福祉の向上、地域課題の解決、学習活動を通じた地

域活動の推進及び基本的人権の尊重を基底とした地域に

おけるまちづくり並びに住民の交流促進等に意欲があ

り、普通自動車運転免許を持ち、パソコン操作ができる

人 

10 

(20) 
ⅮＶ・離婚等相談員兼女性相

談支援員 
２人 

次のいずれにも該当する人で、パソコン操作ができる人 

（1） 男女共同参画の推進に意欲と熱意のある人 

（2） ＤＶ・虐待等の相談業務の経験を有する人 

10 

(21) 市民課関係業務職員 ２人 
住民手続業務に関して理解と意欲を持ち、窓口での市民対応

やパソコン操作ができる人 
10 

(22) 生活安全指導員 １人 
普通自動車運転免許を持ち、パソコン操作（文書作成、メー

ル等）ができる人 
11 

(23) 消費生活相談員 ３人 

次のいずれかに該当する人で、普通自動車運転免許を持

ち、パソコン操作ができる人 

（1） 消費生活相談員（国家資格）資格試験に合格した人

（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正す

る等の法律附則第３条の規定により消費生活相談員

資格試験に合格したとみなされた人を含む。） 

（2） 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は

消費生活コンサルタントの資格を有する人 

11 

(24) 保険年金業務職員 ５人 
保険年金業務に対して意欲を持ち、窓口での市民対応やパソ

コン操作ができ、普通自動車運転免許を持っている人 
11 

 

５ 応募資格 

上記４の表の募集要件を満たす人 

なお、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれかに該当する人は、応

募できません。 

(1) 禁錮又は拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人  

(2) 福山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※外国籍の人も受験できますが、在留資格において就労等が制限されている場合には、活動が認め

られる在留資格の範囲内の職務でなければ任用されません。 

なお、試験に合格した際には、在留カード等の写しを提出していただきます。 
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６ 主な業務内容、勤務条件及び申込み・問合せ先 

(1) 税務関係業務職員 

ア 業務内容 

    税務関係業務（税証明、市税の賦課・徴収に関する事務補助、市税の受領等）、その他配属

された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    企画財政局税務部税制課、資産税課、納税課、各支所市民サービス課、新市支所、沼隈支所 

  ウ 勤務条件 

     週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

     勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １７２，８４８円（予定） 

（地域手当相当額 ６，６４８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

企画財政局 税務部 税制課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1018） 

 

(2) 収納指導員 

ア 業務内容 

    市税徴収業務における指導・育成、その他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    企画財政局税務部納税課 

  ウ 勤務条件 

     週１４時間 月～金曜日のうち２日勤務 

     勤務時間  ９時００分～１７時００分 

報 酬 額  月額 ２１５，５９２円（予定） 

（地域手当相当額 ８，２９２円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

企画財政局 税務部 納税課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1029） 

 

(3) 中小企業支援員 

ア 業務内容 

    中小企業巡回相談及び企業間連携支援等に関する業務、その他配属された所属において必要

と認める業務 

イ 勤務場所 

    経済環境局経済部産業振興課 

  ウ 勤務条件 

     週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

     勤務時間  ９時００分～１６時００分 

報 酬 額  月額 ２５３，９６８円（予定） 

（地域手当相当額 ９，７６８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

経済環境局 経済部 産業振興課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1039） 
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(4) 園芸センター業務職員 

ア 業務内容 

    農業担い手実習の指導補助、園内の維持管理等に関する業務、その他配属された所属におい

て必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    園芸センター（福山市金江町藁江６０９番地） 

  ウ 勤務条件 

     週３０時間 月～金曜日のうち４日勤務 

     勤務時間  ８時３０分～１７時００分 

報 酬 額  月額 １７３，７８４円（予定） 

      （地域手当相当額 ６，６８４円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

経済環境局 経済部 農業振興課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1242） 

 

(5) 監査指導業務職員 

ア 業務内容 

    社会福祉法人等の会計指導監査業務、その他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    保健福祉局福祉部福祉総務課 

  ウ 勤務条件 

     週３０時間 月～金曜日のうち５日勤務 

     勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 ２２５，０５６円（予定） 

      （地域手当相当額 ８，６５６円を含む。） 

(6) 保健福祉業務職員 

ア 業務内容 

保健福祉事務に係る業務（窓口業務、申請・届出受付等）、その他配属された所属において

必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    各支所保健福祉課、新市支所、沼隈支所 

  ウ 勤務条件 

     週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

     勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １７２，８４８円（予定） 

      （地域手当相当額 ６，６４８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 福祉部 福祉総務課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1216） 
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(7) 障がい支援区分認定調査業務職員 

ア 業務内容 

障がい福祉サービスに係る障がい支援区分認定調査、その他配属された所属において必要と

認める業務 

イ 勤務場所 

    保健福祉局福祉部障がい福祉課 

ウ 勤務条件 

週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

     勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １８２，８３２円（予定） 

      （地域手当相当額 ７，０３２円を含む。） 

(8) 障がい福祉サービス指導員 

ア 業務内容 

障がい福祉サービス事業所等を訪問し、基準の遵守、生産活動や一般就労への移行等の助言・

指導、その他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    保健福祉局福祉部障がい福祉課 

ウ 勤務条件 

週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

     勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １９０，２１６円（予定） 

      （地域手当相当額 ７，３１６円を含む。） 

(9) 障がい福祉窓口業務職員 

ア 業務内容 

障がい福祉サービス等に係る業務（利用案内、相談、申請書及び届出書等の受付等）、その

他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    保健福祉局福祉部障がい福祉課 

ウ 勤務条件 

週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

     勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

    報 酬 額  月額 １７２，８４８円（予定） 

        （地域手当相当額 ６，６４８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 福祉部 障がい福祉課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号 

(7)について（℡084-928-1208） (8)について（℡084-928-1261） 

(9)について（℡084-928-1062） 
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(10) 生活保護相談員 

ア 業務内容 

生活保護の相談業務、保護措置、事務補助、その他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

保健福祉局福祉部生活福祉課 

ウ 勤務条件 

週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １９０，２１６円（予定） 

      （地域手当相当額 ７，３１６円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 福祉部 生活福祉課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1066） 

 

(11) 老人大学事務員 

ア 業務内容 

老人大学の管理・運営に関する事務、その他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

老人大学（福山市地吹町１２番７号） 

※２０２６年（令和８年）９月に移転予定 

移転先：福山市草戸町五丁目地内（旧福山市体育館跡地） 

ウ 勤務条件 

週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

勤務時間  ８時３０分～１６時００分（ただし木曜日 ８時３０分～１２時３０分） 

報 酬 額  月額 １６６，４００円（予定） 

      （地域手当相当額 ６，４００円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 長寿社会応援部 高齢者支援課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1064） 

 

(12) 介護給付費適正化業務職員 

ア 業務内容 

   介護給付費・介護サービス計画の点検（外勤あり）、その他配属された所属において必要と

認める業務 

  イ 勤務場所 

   保健福祉局長寿社会応援部介護保険課 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １９４，７９２円（予定） 

      （地域手当相当額 ７，４９２円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 長寿社会応援部 介護保険課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1232） 
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(13) 医療安全相談員 

ア 業務内容 

「医療安全相談窓口」における患者や家族等からの医療に関する相談等への対応、その他相

談窓口の運営に関して必要な業務、医務に関する業務の補助、その他配属された所属において

必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    保健福祉局保健部総務課 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

勤務時間  ９時００分～１６時００分 

報 酬 額  月額 １７７，８４０円（予定） 

      （地域手当相当額 ６，８４０円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 保健部 総務課 

〒720-8512 福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号（℡084-928-1164） 

 

(14) ネウボラ相談員 

ア 業務内容 

・子育てに関する相談、必要に応じて地域の子育て支援事業等の利用についての情報提供や

助言の実施 

・妊産婦等の妊娠・出産・こどもの発育等に関する相談、必要な情報提供や保健指導、関係

課や医療機関との連携及び調整 

・支援の必要な妊産婦、こども、家庭に対する支援プランの策定 

・訪問対象家庭の把握と訪問日程の調整及び訪問による育児相談・指導等の業務 

・養育支援訪問事業による訪問指導 

・その他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

次のネウボラ相談窓口のうちいずれか。 

保健福祉局ネウボラ推進部ネウボラ推進課、各支所保健福祉課、 

ふくやま子育て応援センター、福山市立伊勢丘こども園、 

福山市立水呑立正保育所、福山市立大学附属こども園、 

福山市立柳津保育所、福山市立新市保育所、福山市立神辺保育所 

ウ 勤務条件 

週３０時間 １週間のうち５日勤務 

勤務時間  ８時３０分～１８時００分のうち６時間  

※勤務日、時間帯は勤務場所によって異なる。 

報 酬 額  月額 ２０２，６９６円（予定） 

      （地域手当相当額 ７，７９６円を含む。） 

(15) ひとり親家庭自立支援員 

ア 業務内容 

ひとり親家庭の自立支援に関する相談・指導、制度案内、母子父子寡婦福祉資金の貸付・償

還指導、その他配属された所属において必要と認める業務 

イ 勤務場所 

    ネウボラセンター（福山市元町１番１号 天満屋福山店内） 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～日曜日のローテーション勤務（週５日） 

勤務時間  １０時００分 ～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 ２１６，５２８円（予定） 

      （地域手当相当額 ８，３２８円を含む。） 
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(16) 家庭児童相談員 

ア 業務内容 

こども家庭センターにおける児童に係る相談・支援、児童虐待防止等への対応、生活困窮世

帯等のこどもへの学習支援等、その他配属された所属において必要と認める業務 

  イ 勤務場所 

ネウボラセンター（福山市元町１番１号 天満屋福山店内） 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 ２１６，５２８円（予定） 

      （地域手当相当額 ８，３２８円を含む。） 

(17) 教育アドバイザー 

ア 業務内容 

こどもの健全育成、学習支援、不登校児童・生徒に対して、専門的知識や経験からの日常的

な相談や同行訪問、ケース会議などにおける助言、その他配属された所属において必要と認め

る業務 

  イ 勤務場所 

ネウボラセンター（福山市元町１番１号 天満屋福山店内） 

ウ 勤務条件 

    週９時間 月～金曜日のうち３日勤務 

勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち３時間 

報 酬 額  月額 １３８，６３２円（予定） 

      （地域手当相当額 ５，３３２円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 ネウボラ推進部 ネウボラ推進課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号 

(14)について（℡084-928-1252）  (15)について（℡084-928-1053） 

(16)について（℡084-928-1258）  (17)について（℡084-928-1162） 

 

(18) 保育施設窓口業務職員 

ア 業務内容 

保育所等の利用に関する相談、申込書の受付等、その他配属された所属において必要と認め

る業務 

  イ 勤務場所 

ネウボラセンター（福山市元町１番１号 天満屋福山店内）又は保育施設課 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～日曜日のローテーション勤務（週５日） 

勤務時間  １０時００分～１８時００分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １８１，５８４円（予定） 

      （地域手当相当額 ６，９８４円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

保健福祉局 ネウボラ推進部 保育施設課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084- 928-1140） 
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(19) 交流館主事 

ア 業務内容 

交流館の事業（地域のまちづくり活動の推進及び人材育成、生涯学習の推進、社会教育の

振興及び人権啓発、住民の交流促進、地域住民の各種相談等）の実施に関する業務、その他

配属された所属において必要と認める業務 

  イ 勤務場所 

各交流館（コミュニティセンター・館を含む。） 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～土曜日のうち５日勤務 

勤務時間  ８時３０分～１７時のうちで割振り 

報 酬 額  月額 １８２，８３２円（予定） 

      （地域手当相当額 ７，０３２円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

市民局 まちづくり推進部 まちづくり推進課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1243） 

 

(20) ＤＶ・離婚等相談員兼女性相談支援員 

ア 業務内容 

電話相談、面談相談、その他配属された所属において必要と認める業務 

  イ 勤務場所 

市民局市民部若者・くらしの悩み相談課 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

勤務時間  ９時４５分～１７時１５分のうち６時間 

報 酬 額  月額 １８２，８３２円（予定） 

      （地域手当相当額 ７，０３２円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

市民局 市民部 若者・くらしの悩み相談課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084- 928-1297） 

 

(21) 市民課関係業務職員 

ア 業務内容 

   市民課窓口業務、その他配属された所属において必要と認める業務 

 イ 勤務場所 

  市民局市民部市民課、各支所市民サービス課、各支所又は分室・分所 

 ウ 勤務条件 

   週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

    勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

 ※必要に応じて、１７時１５分以降１９時までに割り振る場合あり 

     報 酬 額  月額 １７２，８４８円（予定） 

         （地域手当相当額 ６，６４８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

市民局 市民部 市民課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1057） 
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(22) 生活安全指導員 

ア 業務内容 

防犯及び交通安全に係る意識啓発活動、生活安全パトロールの実施（外勤あり）、違法駐車

防止の指導啓発等、その他配属された所属において必要と認める業務 

  イ 勤務場所 

市民局市民部市民生活課 

  ウ 勤務条件 

    週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

勤務時間  ９時００分～１６時００分 

報 酬 額  月額 １７２，８４８円（予定） 

      （地域手当相当額 ６，６４８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

市民局 市民部 市民生活課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084- 928-1153） 

 

(23) 消費生活相談員 

ア 業務内容 

消費生活全般に関する相談、苦情の処理、啓発及び情報提供に関する業務、その他配属され

た所属において必要と認める業務 

 イ 勤務場所 

  市民局市民部市民生活課（消費生活センター） 

 ウ 勤務条件 

   週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

    勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

     報 酬 額  月額 ２１６，５２８円（予定） 

         （地域手当相当額 ８，３２８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

市民局 市民部 消費生活センター 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1188） 

 

(24) 保険年金業務職員 

ア 業務内容 

   国民健康保険・後期高齢者医療制度業務及び年金業務に係る窓口業務、徴収業務、内部事務

補助等、その他配属された所属において必要と認める業務 

 イ 勤務場所 

  市民局市民部保険年金課、各支所市民サービス課 

 ウ 勤務条件 

   週３０時間 月～金曜日の５日勤務 

    勤務時間  ８時３０分～１７時１５分のうち６時間 

         ※必要に応じて、１７時１５分以降２０時までに割り振る場合あり 

     報 酬 額  月額 １７２，８４８円（予定） 

         （地域手当相当額 ６，６４８円を含む。） 

【申込み・問合せ先】 

市民局 市民部 保険年金課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（℡084-928-1155） 
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７ 申込書類（※提出された書類は、返却しません。） 

所定の申込書（別紙様式）により申し込んでください。 

 免許、資格等を必要とする業務にあっては、当該免許、資格等の写しを申込書に添付してくださ

い。普通自動車等の運転免許証については、申込書の免許・資格等の欄に免許番号等を記入してくだ

さい（運転免許証の写しの添付は、不要です。）。 

 なお、業務番号(7)障がい支援区分認定調査業務職員、(10)生活保護相談員及び(16)家庭児童相談

員において、募集要件のうち経験年数が必要なものに該当する場合は、実務経験証明書（これまでの

勤務先に証明していただくものです。（原本））の提出が必要です。(7)障がい支援区分認定調査業務

職員又は(10)生活保護相談員に応募いただく場合は、別紙様式を所定の申込書と併せて提出してく

ださい。(16)家庭児童相談員に応募いただく場合は、上記６の問合せ先に確認してください。 

 

○申込書、実務経験証明書（業務番号(7)、(10)）の入手方法 

(1) インターネットで次のホームページアドレスにアクセスし、 

必要書類をＡ４用紙にプリントアウトして使用してください。  

  https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/koho-detail02/koho-202602/384458.html  

 

(2) 福山市総務局総務部人事課（市役所本庁舎３階）、総合案内、警備員室（市役所本庁舎１

階）、松永・北部・東部・神辺・鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市の各支所、中部地域振

興課、南部地域振興課及び各業務担当課で配布しています。 

 

８ 申込受付 

募集期間内に必要書類を申込先へ郵送又は持参してください。 

○申込期限   ２０２６年（令和８年）３月４日（水）必着 

○申込み・問合せ先  各業務担当課  

 ※封筒の表に赤字で「会計年度任用職員申込み」と書いてください。 

○持参の場合の受付時間  ８時３０分から１７時１５分まで（土・日曜日・祝日を除く） 

  

※その他各業務共通の勤務条件（２０２６年（令和８年）４月１日（予定）） 

 (1)諸 手 当  報酬のほか、通勤手当、期末手当（一時金として、４月１日から１年間勤務した

場合は年間で報酬月額の２．０７月分、再度任用された場合は任用２年目以降に

年間で報酬月額の２．５２５月分）、勤勉手当（一時金として、４月１日から１

年間勤務した場合は年間で報酬月額の１．３８１２５月分、再度任用された場合

は任用２年目以降に年間で報酬月額の２．１２５月分）などの諸手当をそれぞれ

の条件によって支給します。 

（ただし、条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。）

（業務番号(2)及び(17)は、期末手当及び勤勉手当の支給対象外です。） 

 (2)休 暇 等   年次休暇、特別休暇、病気休暇などの制度があります。 

 (3)社会保険等   健康保険、厚生年金、雇用保険の制度が適用されます。（業務番号(2)及び(17)は

適用外です。） 
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９ 選考試験 

※受験票などの送付はしません。受験票は、試験会場でお渡ししますので、当日は直接会場にお

越しください。 

※当日は、筆記用具（鉛筆及び消しゴム）を持参してください。 

※待機時間が長くなる場合がありますので単行本などの持参は認めます（ただし、雑誌類・新聞

などは不可）。 

(1) 日  時  ２０２６年（令和８年）３月７日（土） 

午前８時３０分～１２時００分（予定）  

※受付時間：午前８時００分～８時２５分 

(2) 試験内容  作文（５０分）及び面接 

(3) 会  場  ※応募する業務により、試験会場が異なりますのでご注意ください。 

○業務番号(13) 医療安全相談員 

福山すこやかセンター（福山市三吉町南二丁目１１番２２号） 

２階 地域ケア研修室 

（係員がお呼びするまで、２階地域ケア会議室でお待ちください。） 

○それ以外の職種 

福山市役所（福山市東桜町３番５号）（※受験者用の駐車場はありません。） 

３階 大会議室、中会議室、小会議室 

（会場については、当日、受付にてお知らせします。） 

（係員がお呼びするまで、１階市民ホールでお待ちください。） 

 

１０ 合格発表 

合否については、３月中に受験者全員に結果を文書で通知します。 

（電話でのお問合せにはお答えできません。） 

 

１１ その他 

自然災害などにより、試験日程や試験会場等を変更する場合は、福山市のホームページでお知

らせしますので、受験前に必ずご確認ください。 

※内容変更のお知らせページはこちら 

 

  

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinji/215471.html 
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試験会場案内 

○福山市役所本庁舎へのアクセス 

 ＪＲ福山駅「ばら公園口」から南へ徒歩約１０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○福山すこやかセンターへのアクセス 

 中国バス：福山駅南口８番乗り場から【（国道２号線経由）大谷台・幕山団地行き】など 

「新橋バス停」下車徒歩約３分 

 

 

至 広島 至 岡山 

 

市役所 

〒 Ｐ 

国道２号 
市営東桜町駐車場 

（ 有 料 ） 

市役所西口から 

お入りください 

福 山 駅 

Ｎ 駅 

前 

大 
通 

り 

至 尾道 至 笠岡 

ア
イ
ネ
ス 

フ
ク
ヤ
マ エストパルク 

※受験者用の駐車場はありませんので、公共交通機関等をご利用ください。 

 

※お車でお越しの場合は、正面駐車場をご利用ください。 


